
技能労働者の賃金水準確保について ～賃金水準調査 概念図～

○現場技能労働者の賃金水準確保のため、現場技能労働者の賃金水準のきめ細かな実態調査を７月より実施し、１０月２３日建
設業団体トップへの賃金水準の確保要請の場において、中間取りまとめを公表。 （以降も調査は継続）

○本実態調査の結果や相談窓口に寄せられる情報等を踏まえ、業界団体に対する再要請の実施など、必要な対策を講ずる。

国土交通省等
公共発注者

○公共工事の入札状況の監視（※）
民間発注者

建設業所管部局等発注者・企業・労働者

共発注者

○適正な水準の賃金支払いを考慮した工事発注の
要請
6月12日経団連への要請 等

○個別企業への聞取り調査

元請企業

○新労務単価フォローアップ相談ダイヤルの設置
元請・下請負人、建設技能労働者からの賃金に
関する相談を受付け

○建設企業の労務確保動向の注視
建設業景況調査等 調査結果を踏まえ、

関係者へ更なる働きかけを実施

下請企業

関する相談を受付け
○施工単位当たりの市場取引価格調査（※）

○賃金水準に関する統計の分析（※）等

○公共事業労務費調査

技能労働者

○公共事業労務費調査

○賃金確保にかかる問題点調査
下請取引等実態調査（賃金水準・社会保険加入
状況に関する項目を追加）
建設業許可更新時のアンケート 等

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

○建設企業による3ヶ月に一度程度の調査（※）

（被災地は毎月）

賃金原資の流れ
※）7月以降、3ヶ月に一度実施予定


